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指名停止措置について

中国地方整備局は工事関係者事故を発生させた下記業者について指名停止の措置を行いました

１．指名停止措置業者名及び住所
オセオ防水工業株式会社 山口県山口市下小鯖３９５２－１１

２．指名停止措置期間
平成３０年 ２月２２日 ～ 平成３０年 ３月 ７日 （２週間）

３．指名停止措置の範囲
中国地方整備局管内

４．事実の概要
当該業者が元請として施工していた山口県防府市内の集合住宅改修工事において、高さ

約９メートルの建屋屋上で防水シートの取替作業を行わせる際、墜落防止装置を設置しな
いまま作業を行わせ、平成28年11月7日に作業員が建屋屋上から墜落し死亡した。これに
関し、当該業者及び当該工事の現場責任者が労働安全衛生法違反により略式起訴をされ、
平成30年1月に山口簡易裁判所から略式命令が出された。

５．指名停止措置理由
上記事実は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第１第８号（安全管理

措置の不適切により生じた工事関係者事故）に該当するため、指名停止措置を講ずるもの
である。

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第１第８号＞

措 置 要 件 期 間

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）
一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であっ 当該認定をした日から

たため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合に ２週間以上２ヵ月以内
おいて、当該事故が重大であると認められるとき。

＜問い合わせ先＞

中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（ 代表番号［ 9:15～18:00 ］ ）
０８２－５１１－６０６４（ 直 通［ 9:15～19:00 ］ ）

総務部 契約課長 室田 浩司 （内線２５１１）
むろ た こう じ

◎総務部 契約課長補佐 佐藤 博和 （内線２５１４）
さ とう ひろかず

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 坂屋 政之 （内線２１１７）
さか や まさゆき

企画部 環境調整官 足立 司 （内線３１１４）
あ だち つかさ


